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野田市立せきやど図書館及び野田市関宿コミュニティ会館管理仕様書

野田市立せきやど図書館（以下、図書館という）及び野田市関宿コミュニティ会

館（以下、コミュニティ会館という。）の指定管理者が行う業務の内容及び範囲等

は、この仕様書による。

１ 趣旨

本仕様書は、野田市立せきやど図書館及び野田市関宿コミュニティ会館の指定

管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的とする。

２ 施設の概要

（１）野田市立せきやど図書館

・所在地 野田市東宝珠花２３７番地１（いちいのホール２・３階）

・施設概要

①延床面積 1,664.49 ㎡

②資料数（令和４年度末）

図書 78,038 冊 ＣＤ8,565 枚

ビデオ 1,567 本

ＤＶＤ1,483 枚

③主な設備 カウンター２箇所 業務用・利用者端末１３台

ＢＤＳゲート３箇所 視聴覚ブース８台

（２）野田市関宿コミュニティ会館

・所在地 野田市東宝珠花２３７番地１（いちいのホール４階）

・施設概要

①延床面積 567.42 ㎡

②主要施設 集会室３部屋（114．3 ㎡、55．8 ㎡、55．8 ㎡）

和 室１部屋（２４畳）

ホール （客席１２５席）

事務室 (49．6 ㎡)

３ 管理に関する基本的な考え方

（１）野田市立図書館設置条例、野田市コミュニティ会館の設置及び管理に関する

条例、野田市立図書館の管理及び運営に関する規則、野田市立図書館資料管理

規則、野田市コミュニティ会館の管理に関する規則、図書館法その他関係法規

を遵守し、その趣旨を十分に理解した上で管理を行うこと。

（２）利用者の利便性の向上及びきめ細かいサービスの提供に努めること。

（３）利用者の平等利用が確保されること。
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（４）個人情報の適切な保護が図られていること。

（５）施設の効用を最大限に発揮し、利用者のサービス向上を図ること。

（６）効率的な管理を行い、経費の節減を図ること。

（７）管理に関する業務の全部を第三者に委託しないこと。

（８）地方自治体の設置する公の施設を運営するという自覚を常にもって、市の信

用を棄損、失墜させる行為をしないよう十分な注意を払って業務を遂行し、

行動すること。

４ 施設の管理基準

（１）図書館

（２）コミュニティ会館

開

館

時

間

日曜日及び祝日は、午前９時から午後５時まで。それ以外は、午前９時から

午後７時まで。ただし、興風図書館長が必要と認めるときは、これを変更す

ることができる。

※管理時間は、日曜日及び祝日は、午前８時３０分から午後５時１５分まで。

それ以外は、午前８時３０分から午後７時１５分まで。

休

館

日

①毎週火曜日（その日が休日に当たるときを除く）

②１２月２９日から翌年１月３日までの日。

③資料特別整理期間（年１０日以内で興風図書館長が定める日）

※休館日は、興風図書館長が必要と認めるときは、これを臨時に変更するこ

とができる。

開

館

時

間

①午前９時から午後９時まで。

②あらかじめ指定管理者が教育長の承認を得たときは、これを変更すること

ができる。

※管理時間は、午前８時３０分から午後９時１５分まで。

休

館

日

①１２月２９日から翌年１月３日まで。

②あらかじめ指定管理者が教育長の承認を得たときは、臨時に休館し、又は、

開館することができる。
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（３）利用料金の減免及び還付

①コミュニティ会館

ア 減免

・官公署が主催する諸行事及び会議等に利用する場合は全額。

・社会福祉協議会、自治会連合会等教育委員会が指定する団体が利用す

る場合は全額

・社会教育関係団体及び社会福祉関係団体が利用する場合は１００分の

５０

・指定管理者が利用料金を減免する必要があると認めるときは、指定管

理者が教育長の承認を得てその都度定める額を減額する。

イ 還付

・既に支払った利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な

理由があると認めたときは、この限りではない。

（４）利用の制限

①図書館

他人に迷惑を及ぼす行為をする者等図書館の管理上支障があると認める

ときは、図書館及び図書館資料の利用を制限することができる。

なお、利用の制限は次のとおりとする。

・図書館の入館拒否又は退館命令

現

行

の

利

用

料

金

ホール等 （単位：円）

附属設備 （単位：円）

備考

①自治会、いきいきクラブ、女性団体及び子ども会が利用する場合の利用料

の額は、上記の表に定める額の半額とする。

②市内に住所を有しない利用者に係る利用料の額は、上記の表に定める額の

２倍の額とする。

③有料で開催する演劇、音楽会等に係る利用料の額は、上記の表に定める額

の２倍（市内に住所を有しない利用者については４倍）の額とする。

※指定管理者は、コミュニティ会館の利用料金について、野田市コミュニテ

ィ会館の設置及び管理に関する条例で規定する額の範囲内で教育委員会の

承認を得て定めることができる。

利用区分＼時間区分
午前９時から午後５

時まで１時間につき

午後５時から午後９時

まで１時間につき

ホール ２８０ ４１０

集会室（大）７０㎡以上 ２２０ ３３０

集会室（小）７０㎡未満 １３０ ２２０

和室（大）２０畳以上 ２２０ ３３０

附属設備名 ＼ 時間区分 午前９時から午後９時まで

グランドピアノ（１回につき） ４１０
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・図書館の設備及び図書館資料の利用停止

・図書館資料の貸出し停止

②コミュニティ会館

公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき

や、設置目的に反すると認められるとき、その他管理上支障があると認めら

れるときは、コミュニティ会館の利用の許可を取り消し、又は許可しないこ

とができる。

（５）関係法令の遵守

業務の遂行に当たっては、関係法令を遵守すること。特に次の法令等に留意

すること。

地方自治法、労働基準法等労働関連諸法、下請代金支払遅延等防止法、建築

物における衛生的環境の確保に関する法律、消防法、建築基準法、図書館法、

著作権法、個人情報の保護に関する法律、野田市立図書館設置条例、野田市コ

ミュニティ会館の設置及び管理に関する条例、野田市情報公開条例、野田市個

人情報の保護に関する法律施行条例、野田市公契約条例、野田市立図書館の管

理及び運営に関する規則、野田市立図書館資料管理規則、野田市コミュニティ

会館の管理に関する規則等

※本指定期間中に関係法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様とす

る。

（６）利用許可の基準

せきやど図書館については、野田市立図書館設置条例、野田市立図書館の管

理及び運営に関する規則の規定に基づき、公平公正に図書館業務を行うこと。

関宿コミュニティ会館については、野田市コミュニティ会館の設置及び管理

に関する条例、野田市コミュニティ会館の管理に関する規則の規定に基づき、

公平公正に利用許可を行うこと。

（７）個人情報の取扱い

指定管理者は、基本協定及び別記「個人情報及び情報資産の保護に関する情

報セキュリティ特記事項」に基づき、個人情報保護マニュアルを作成し、個人

情報の適正な管理を行うこと。

（８）情報セキュリティの確保

指定管理者は、業務の処理に当たって、野田市情報セキュリティポリシーの

本旨に従い、情報資産（個人情報を含む。）を適正に取り扱うこと。

また、別記「個人情報及び情報資産の保護に関する情報セキュリティ特記事

項」を遵守すること。

（９）情報公開

指定管理者は、公の施設の管理に関する情報の公開を行うために基本協定に

基づき、必要な措置を講ずること。

（10）行政手続条例の適用について

指定管理者は、野田市行政手続条例の適用を受けるため、同条例を遵守する
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こと。なお、施設の利用申請を受けたときは審査及び応答義務が生じるため、

申請を拒否する場合には理由を提示すること。また、一度行った許可を取り消

す場合には不利益処分として聴聞を行い、その理由を提示すること。

５ 指定管理者が行う業務

指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。保守点検業務等の詳細に

ついては、別紙個別仕様書のとおりとする。

なお、業務の執行は指定管理者が自ら行うことを原則とするが、部分的業務に

ついては、野田市の承諾を得て専門の事業者に委託できるものとする。

図書館
（１）図書館の管理運営に関する業務

（２）図書館資料の受入・整理・保存に関する業務

野田市立図書館スタッフマニュアル（以下「マニュアル」という。）に基づ

き業務を実施すること。なお、マニュアルは基本協定締結後に配布することと

する。

データ作成の基準は、「日本目録規則２０１８年版」、「日本十進分類１０版」、

「ＴＲＣ ＭＡＲＣ／Ｔタイプマニュアル」（以下それぞれ、「ＮＣＲ」、「ＮＤ

Ｃ」及び「ＭＡＲＣマニュアル」という。）による。

業 務 内 容 要 求 水 準 等

①電算システムの維持・管理 興風図書館からの指示による障害時の復旧作業。

プログラムの更新作業。その他運営上必要なメン

テナンス。

②図書館協議会への対応 会議資料作成の補助。館長若しくはその代理者

は、図書館協議会に出席し、興風図書館の指示に

従い質疑に対応すること。

③広報原稿の作成の補助 野田市報の新着案内他、興風図書館の指示による

原稿の作成。

④小破修繕業務 日常、図書館を管理運営する中での小破修繕（１

件当たり２００千円（消費税及び地方消費税を含

む。）未満のもの）が判明した際は、指定管理者

において対応すること。

業 務 内 容 要 求 水 準 等

①利用者要望等に基づく購入候

補資料の興風図書館への伝達

所定の書式により随時行うこと。常に蔵書構成

及び利用者の動向の把握に努めるとともに出版

情報にも注意を払うこと。
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②購入図書・寄贈図書の受入、装

備、配架

興風図書館の選定による購入図書を受入、装備

し、随時新着棚に配架すること。寄贈図書資料

については、興風図書館の承認を受けて随時行

うこと。データについては、新刊全件マークを

使用すること。マークのないものについては、

データを作成すること。データ作成の基準は、

「マニュアル」「ＮＣＲ」「ＮＤＣ」「ＭＡＲＣマ

ニュアル」に基づくが、「ＮＣＲ」「ＮＤＣ」を

理解している者が行うこと。購入図書について

は、装備済のものが納品され小口印押し、帯貼

りなど「マニュアル」に基づく作業を行うこと。

寄贈図書及び直販購入図書については、ブック

カバーフィルム装着も含めた装備をすること。

③ＣＤの受入、装備、配架 随時。データは、ＭＡＲＣ利用。装備について

は、「マニュアル」に基づく。

④ＤＶＤの受入、データ作成、装

備、配架

随時。装備については、「マニュアル」参照。デ

ータは、「ＭＡＲＣマニュアル」に基づき作成す

る。「ＮＣＲ」「ＮＤＣ」に関する知識のある職

員が行うこと。

⑤雑誌・新聞の受入、配架、廃棄 雑誌については、発売日若しくは納品日に受入

作業を完了し、配架すること。登録、装備につ

いては、「マニュアル」に基づき行うこと。保存

期限を過ぎたものについては、随時更新し、リ

サイクル又は廃棄すること。

新聞については、朝刊は開館前、夕刊は午後６

時までに受入、配架を完了すること。雑誌・新

聞とも受入状況には注意をし、欠号の生じるこ

とのないようにすること。紛失や休廃刊による

欠号が生じた場合は、興風図書館に報告するこ

と。

⑥返却資料の配架、書架整理 誤配架のないよう適宜チェックするとともに日

常的に書架整理を行うこと。ブックポスト内の

返却資料については、適宜返却作業を行うこと。

また、年末年始の休館の間、ブックポストの利

用に不都合が生じないよう配慮すること。

なお、感染症予防等により手順が変更になる場

合は興風図書館の指示に従うこと。
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（３）図書館奉仕に関する業務

「マニュアル」に基づき実施し、利用者への応対は丁寧にかつ迅速に行うこと。

地区館としてネットワークの一員であることを常に念頭に置き、眼前の利用者の

みならず全ての図書館利用者に公正、公平になるように業務を行うこと。

⑦資料の補修、ＣＤの研磨、除籍

候補資料の伝達、除籍決定資料

の除籍

汚破損資料については、随時修理すること。ま

た、利用に耐えない資料が生じた場合は、興風

図書館に伝達すること。また、受入後、一定期

間を経過した資料については、「マニュアル」中

の「除籍基準と手順」により興風図書館と協議

の上、除籍又は興風図書館に移管すること。除

籍・移管が決定した資料については「マニュア

ル」に基づき除籍を行い、移管本は装備をして

興風図書館に送ること。

⑧蔵書点検作業 興風図書館の指定した日数で、業務を完了する

こと。

業 務 内 容 要 求 水 準 等

①利用者登録、利用者情報の変

更、利用状況照会への対応

利用者情報の登録、変更は正確に行うこと。

②利用案内 新規登録者に対する利用案内、その他図書館に設

置してある機器等の使用方法など、利用者それぞ

れに応じて丁寧に説明すること。

③資料の貸出及び返却 正確かつ迅速に行うこと。貸出の際には、延滞等

必要な事項を利用者に伝えること。

返却の際には、資料に異常がないか注意を払うと

ともに、ミスのないようニ度返却作業を行うなど

工夫をすること。資料の汚破損については必要な

弁償処理を行うこと。

④予約の受付、処理及び連絡 正確かつ迅速に行うこと。受付の際には利用者の

要求に可能な限り応えるように努めること。予約

在架資料一覧の処理も適正・迅速に行うこと。

連絡はメール分を除き毎日電話により行うこと。

（メール連絡設定者には興風図書館より一括送

信）

⑤相互貸借業務 千葉県立図書館「相互協力業務ハンドブック」、

各図書館の利用規則及び相互貸借実施要領等に

基づき実施すること。国立国会図書館の資料につ

いては「国立国会図書館 図書館協力ハンドブッ

ク」の規定に基づき実施すること。
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（４）読書普及活動に関する業務

⑥督促業務 はがきでの全館督促は興風図書館で行うが、それ

に伴う利用者からの照会への回答を行うこと。予

約がある延滞資料への督促は毎日電話で実施す

ること。その他必要に応じて電話等で督促をする

こと。

⑦資料のコピーに関する業務 「著作権法」「野田市立図書館複写サービス取扱

い要項」に基づき、申込書の確認や機械操作の説

明を行うこと。利用者に「著作権法」及び野田市

立図書館の運用方針が説明できる知識を持つよ

うにすること。

⑧障がい者サービス 宅送、郵送サービス及びそれに伴う資料の借受け

等については、興風図書館が行うが、通常の利用

に係るサービスについては、各図書館において利

用に支障が生じないよう実施すること。

サービス実施上の疑義が生じた場合、興風図書館

と協議・調整の上、実施すること。

⑨視聴覚ブース、利用者端末及び

ＣＤ－ＲＯＭサーバーの管理

業務

視聴覚ブースの貸出管理をするとともに、利用者

用端末及びＣＤ－ＲＯＭサーバーの管理をする

こと。

業 務 内 容 要 求 水 準 等

①おはなし会の実施 「野田市立図書館おはなし会実施マニュアル」

により最低週 1 回以上実施。ボランティアと協

働で、読み聞かせとストーリーテリングを行う。

実施に当たっては経験者が行うことが望まし

い。また、指定管理者による研修に努めるとと

もに、興風図書館が指定する研修を受講するこ

と。

②ブックスタート事業の実施 ３か月児健康相談時に野田市関宿保健センター

で実施すること。ボランティアと協働し、月１

回実施。集団指導、絵本の手渡し、読み聞かせ

の実演を行い、来場されなかった方に対しては

せきやど図書館において同じことを行うこと。

③体験学習、図書館実習、図書館

学校への対応

随時、興風図書館と協議の上行い、積極的に受

け入れること。

④推薦図書リストの作成 随時、興風図書館と協議の上行うこと。

⑤講座、展示事業、館内装飾の実

施

将棋関係資料を始め、郷土資料を積極的に活用

すること。随時、興風図書館と協議の上行うこ

と。
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（５）関宿地区小中学校児童生徒等への読書推進業務

〇業務内容

①児童生徒等に対する支援

・推薦図書リストの作成及び配布。

（四半期ごと、小学校低・中・高学年３区分、中学校１区分）

・学校図書館支援員又は学校図書館担当教諭、地域教育コーディネーター

（以下「学校図書館支援員等」という。）を通し、児童生徒へ学校図書館資

料、市内図書館資料の貸出しを実施し、返却期間が経過している資料につ

いては督促を行う。

・図書のリクエストについて、学校図書館支援員等と打合せを行い、市内

に所蔵のない図書については、興風図書館と購入等入手方法の調整を行

う。

・学級の要望に応じて、学級文庫支援図書の貸出しを行う。

・学校の要望に応じて、学校図書館支援員等と図書館職員及び図書館ボラン

ティアとの相互の連携を図る。

・学校図書館支援員等、図書館職員、市教育委員会指導課職員との定期打合

せに参加する。その際に、前年度の実績及び当該年度の実績を各担当者へ

事前に配付すること。

②授業に対する支援

・団体貸出しによる授業関連資料の貸出し及び資料の返却処理を行う。

・授業の進捗に合わせた資料の提供を行う。

③学校等への巡回

・①、②の業務による図書、資料等を運ぶため、小中学校、幼稚園を隔週で

訪問する。ただし、年度当初の開始時期については、学校等との調整が出

来次第、順次実施するものとする。

・関宿地区内の小中学校等を巡回する。

ただし、巡回を予定していない日でも団体貸出しの要望がある場合には可

能な限り巡回を行う。

・小中学校等の祝日・行事等で休業する日は、別の日に振り替えて、巡回を

行う。

・夏季休業、年末年始等の学校等の休業日は、巡回を行わなくてもよい。

④巡回コース

・学校等との調整が出来次第、興風図書館に報告すること。

⑥地区内小中高校、子ども館及び

公民館等関連施設との連携

積極的に連携協力するものとし、新規の事業に

ついては興風図書館と協議の上行うこと。

⑦リサイクル事業 リサイクルコーナーを設置し、不要資料は除籍

後、随時来館者に提供すること。

⑧その他読書普及活動に関する

業務

興風図書館と協議の上行うこと。

⑨図書の販売 野田市が発行する図書等について販売を行うこ

と。また、在庫管理を厳正にし、売払い代金は

野田市の指定・指定代理・収納代理金融機関か

ら納入すること。
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コミュニティ会館
(１)コミュニティ会館の利用に関する業務

（２）コミュニティ会館の設備等の維持管理に関する業務

業 務 内 容 要 求 水 準 等

①利用申請書の受理

②利用取消（変更）申請書の受

理

③利用（取消及び変更）申請に

対する可否の決定

④利用許可書の交付

⑤利用制限通知書の交付

⑥利用料金減免申請書の受理

⑦利用料金減免措置の決定

⑧利用料金の受け取り

⑨施設の案内・利用上の遵守事

項の指示

「野田市コミュニティ会館の設置及び管理に関す

る条例」及び「野田市コミュニティ会館の管理に

関する規則」に基づき実施すること。ただし、指

定管理業務開始以前において既に申請があり、許

可されている施設の利用については、引き継ぐこ

と。

利用者に対して公平な施設・設備の貸出しを行う

とともに、利用しやすい受付方法と体制をとるこ

と。施設、備品の貸出しに際しては、丁寧な説明

をすること。

申請書等についても準備すること。

業務内容 業務概要 要求水準

舞台機構設備保守点検業務

常に良好な状態で利用でき

るよう保守点検を行うとと

もに、故障等については適

切に処理をする。

別紙１舞台機構設備保

守点検業務仕様書のと

おり（年１回）

舞台照明機器保守点検業務

常に良好な状態で利用でき

るよう保守点検を行うとと

もに、故障等については適

切に処理をする。

別紙２舞台照明機器保

守点検業務仕様書のと

おり（年１回）

段差解消機保守点検業務

常に良好な状態で利用でき

るよう保守点検を行うとと

もに、故障等については適

切に処理をする。

別紙３段差解消機保守

点検業務仕様書のとお

り（年２回）

ピアノ調律

常に良好な状態でピアノの

利用ができるよう、調律を

実施する。

年１回

レンタルモップのリース

施設を清潔に保つよう、モ

ップを定期的に交換するこ

ととする。

モップ２０本／年

（５本／３月）
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その他、図書館、コミュニティ会館の管理運営に関する業務
（１）図書館、コミュニティ会館の管理に関する業務

業 務 内 容 要 求 水 準 等

①施設及び備品の管理 施設及び備品の管理には細心の注意を

払い、業務に支障が生じないよう管理す

ること。施設及び備品の修繕については

別に責任分担を定める。防災、防犯に留

意すること。防災訓練等を実施し、日頃

から、災害時には対応のとれる体制を整

備しておくこと。館内を定期的に巡回す

るなどし、防犯に努め、他の利用者への

迷惑行為の抑止に努め、快適な利用環境

づくりに配慮すること。

②小破修繕業務 日常、管理運営する中で、小破修繕（１

件当たり２００千円（消費税及び地方消

費税を含む。）未満のもの）については、

指定管理者において対応すること。
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（２） 図書館、コミュニティ会館の運営に関する業務

業 務 内 容 要 求 水 準 等

①勤務者の管理（雇用、勤務管

理、研修）

① 図書館

せきやど図書館に図書館長を置く。図書館長につ

いては、司書資格保有者、図書館長経験者又は同

等の能力があると認められる者を雇用し、その他

の職員については、司書資格保有者など専門的な

業務を執行できる能力を有する者を必要数雇用

し、業務に支障のないようカウンターに要員が配

置されていること。職員の７０％以上が司書資格

を保有していることが望ましい。研修について

は、サービス水準向上のため積極的に行うととも

に、興風図書館が主催するもの又は千葉県立図書

館、千葉県公共図書館協会が主催する研修会に興

風図書館と協議の上、出席すること。

②コミュニティ会館

利用の受付に支障のないよう要員を確保すると

ともに、接遇などの研修を行いサービス水準の向

上を図ること。なお、図書館業務に支障がない範

囲内で、図書館業務と受付業務を兼務することは

可とする。

②興風図書館との連絡調整 ①館長会議

月に一度行う定例館長会議に館長若しくは代理

者が出席すること。また、必要に応じて随時行う

館長会議に出席すること。

②業務担当者会議

月に一度行う業務担当者会議に図書館業務の責

任者が出席すること。

③コミュニティ会館懇話会の実

施

コミュニティ会館利用者、地域住民等による懇話

会を年２回以上実施すること。

④視察への対応 興風図書館の指示に基づき資料の作成、案内説明

を行うこと。

⑤文書・郵便物の収受、発送、

保存、ちらしポスターの管理

文書の取扱いは、「野田市文書管理規程」に基づ

き行うこと。調査、照会への回答については、興

風図書館の指示により行うこと。

⑥統計業務及び各種報告書の作

成

図書館、コミュニティ会館の利用状況等を毎月定

められた期日までに提出すること。条例及び規則

に基づく業務報告書及び収支報告書を毎年度終

了後３０日（指定管理者の指定の期間が年度途中

で終了したとき又は指定を取り消されたときは

その満了の日又は取り消された日から起算して

３０日）以内に作成して提出すること。このほか、
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６ 管理体制

（１）職員の配置については、現場の責任者として図書館に館長１名を配置し、そ

の他の職員については指定管理者が行う業務が適正かつ円滑にできるように

興風図書館の指示に応じて必要な報告書を作成

し、提出すること。

⑦意見、要望、苦情処理 各施設固有のものは各施設の責任において迅速

かつ誠実に処理し、興風図書館に報告すること。

処理が困難と思われるものは、事前に興風図書館

に相談すること。全体のサービスに係わるもの又

は他施設のものについては、興風図書館の指示に

従うこと。

⑧財務、会計業務 指定管理に係る経費を適正に管理すること。

⑨備品等物品の管理 備品については、野田市の貸与したものを使用

し、野田市物品管理規則第１７条の規定に基づき

管理すること。備品の購入については野田市の責

任とする。消耗品については、無駄のない執行を

心がけること。

年１回、図書館内の利用者用イスのクリーニング

を行うこと。また、会館内の座布団カバー等、随

時クリーニングを行うこと。

⑩自主事業の実施に関すること 自主事業を実施する場合には、あらかじめ野田市

と協議し文書による許可を得なければならない。

（詳細については、仕様書１４ページ「８自主事

業について」を参照）

⑪保険の加入 賠償責任保険については、以下と同等以上の保険

に加入すること。

○身体賠償

１名につき１億円

１事故につき１０億円

○財物賠償

１事故につき２千万円

⑫その他図書館及びコミュニテ

ィ会館の管理運営

各施設の趣旨を十分理解し、業務を遂行するもの

とする。

その他、不明な事項等が発生した場合について

は、野田市と指定管理者が誠意を持って協議し、

決定するものとする。

⑬その他 関根名人記念館の平日夜間の管理業務を実施す

ること。別紙４関根名人記念館管理運営業務仕様

書のとおり。
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業務内容に応じて必要数を配置すること。

また、館長は、施設及び業務の相互の連携を図り、円滑な運営に努めること。

（２）館長は、野田市に対し報告、連絡及び相談に十分留意すること。

７ 雇用等への配慮

雇用に際しては、地元住民を可能な限り雇用するように努めるとともに、物品

及び役務の調達に当たっても、可能な限り地元業者に発注するように努めること。

８ 自主事業について

指定管理者は施設の設置目的を効果的に達成するため、本施設を活用し自主事

業を実施することができる。なお、自主事業の実施については次の点に留意する

こと（自主事業とは、指定管理者が自己の責任と経費において、イベント及び物

販等を実施することをいう。）。

（１）指定管理者が自主事業を実施する場合には、あらかじめ野田市と協議し、許

可を得なければならない。自主事業が、野田市の施設としてふさわしくない

場合は許可しないことがある。

（２）実施に際しては、市民の利用を妨げないよう配慮するとともに市民が利用し

やすい料金設定とすること。

（３）自主事業に要する経費に野田市が支払う指定管理料を充てることはできない。

ただし、指定管理者の経営努力により生じる指定管理料の余剰金額（利潤）

を充てることや指定管理者が雇用する職員が指定管理業務に支障のない範囲

で自主事業に従事することはできるものとする。

（４）事業計画書において提案された自主事業の採否については、協定を締結する

際に改めて協議するものとする。なお、提案された自主事業が認められない

ことにより、申請を辞退する可能性がある場合、その旨を事業計画書に明示

すること。

（５）自主事業が、本来業務（指定管理業務）に支障を与えていると判断される場

合、自主事業の改善又は中止を命じる場合がある。

９ 指定管理者と野田市の責任分担

責任の内容 責任の分担

施設等の損傷

施設等の管理上の瑕疵によるもの。 指定管理者

上記以外のもの。

事案の原因ごとに判断し、野

田市と指定管理者が協議して

定める。

利用者等への 施設等の管理上の瑕疵によるもの。 指定管理者
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※本表に定めのない場合又は疑義がある場合は、双方の協議の上決定する。

１０ 指定期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの５年間とする。

１１ 管理に関する経費

（１）管理に係る経費（指定管理料）

管理に係る経費（指定管理料）については、指定管理業務全体に要する経費

から指定管理者の収入となる利用料金等の収入を差し引いた額とする。

なお、申請書に添付した収支予算書（指定管理料見積書）（様式３）がその

まま採用されるのではなく、会計年度ごとに野田市と指定管理者の協議の結果

に基づき、年度協定において締結する。

なお、原則として、指定管理料は精算しない。

ただし、修繕費については精算する。修繕費は、各年度の予算額を３００千

円で見積もること。

（２）管理に関する経費の支払

指定管理料の支払方法は口座振込みとし、支払時期は野田市と指定管理者の

協議に基づき、年度協定において締結する。

（３）野田市が支払う指定管理料に含まれるもの

人件費、旅費、消耗品費（別添分担リストによる）、印刷製本費、修繕費、

燃料費、通信運搬費、手数料、保険料、業務委託料、保守点検費、使用料及び

賃借料、その他。

※備品購入費は指定管理料に含まれない。

※通信運搬費にはＷｉ-Ｆｉサポート料金を含む。

損害賠償

上記以外のもの。

事案の原因ごとに判断し、野

田市と指定管理者が協議して

定める。

施設等の修繕

施設等の大規模な修繕 野田市

施設等の小破修繕

（１件当たり２００千円（消費税及

び地方消費税を含む。）未満のも

の。）

指定管理者

保険の加入

火災、落雷、風水災等に係る保険

（建物総合損害共済）
野田市

利用者等に係る損害賠償保険

（施設賠償責任保険）
指定管理者
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（４）利用料金等の収入

① 利用料金収入

指定管理者は、コミュニティ会館の利用料金について、野田市コミュニティ

会館の設置及び管理に関する条例で規定する額の範囲内で野田市教育委員会

の承認を得て定めることができる。これにより徴収する利用料金は指定管理者

自らの収入とする。

② 自主事業による収入

自主事業による収入は指定管理者の収入とする。

③ 使用料等の納入

野田市立図書館で販売する図書館刊行物及び野田市の発行する書籍の売払

い代金、紛失図書弁償金、複写機使用料は野田市の収入となります。

使用料等は地方自治法施行令第１５８条第１項及び同条第３項の規定に基

づき、指定管理者が徴収、集計及び納入を行うこと。なお、使用料等について

は公金として厳正に取り扱い、図書館刊行物及び野田市の発行する書籍の売払

い代金並びに紛失図書弁償金は適宜、複写機使用料は毎月１回、野田市の指

定・指定代理・収納代理金融機関から野田市の指定口座に納入すること。

１２ 備品の管理

（１）指定管理者は、野田市の所有に属する備品（別紙備品一覧）については、使

用することができるが、野田市物品管理規則に基づき適正に管理すること。

（２）施設における活動に支障を来すことのないよう、備品の管理を行うとともに

、不具合等の生じた物品は、責任分担に従い２００千円（消費税及び地方消

費税を含む。）未満の修繕については指定管理料で修繕すること。

なお、修理できない備品については野田市に破損の報告を行うこと。野田市

は、必要性を判断して備品の更新を行うこととする。

（３）指定管理料には備品購入費は含まない。ただし、指定管理者が委託事業を実

施するに当たり、備品の購入を希望する場合には、野田市と協議を行うこと。

協議の結果、野田市が当該備品の必要性を認めた場合には、当該備品の購入

に係る費用を指定管理料の委託事業費より支出できるものとし、当該備品の

所有権は野田市に帰属するものとする。なお、指定管理者が自己の責任と資

金で購入した備品の所有権は指定管理者に帰属するものとする。

（４）備品の管理に当たっては、管理台帳を整備し、変更があった場合は更新する

こと。

１３ 災害及び事故対策

（１）指定管理者のサービス提供方法、従業員の責任等に起因する災害及び事故に

ついては、指定管理者が責任を負う。

（２）災害、事故及び犯罪等が発生したときは、速やかに野田市及び関係機関に報

告すること。

（３）野田市内において、震度４以上の地震を観測した場合は、次のとおり対応す

ること。
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（４）いちいのホールは、野田市地域防災計画に基づく指定避難所に指定されてい

るため、災害発生により避難所が開設された場合は、別記「大規模災害発生

時等における施設使用等の協力に関する特記事項」に基づき、避難所の設営

及び維持管理について、避難所が閉鎖されるまでの間、避難所に配置された

災害活動職員（野田市職員）の支援及び協力を行うこと。

（５）緊急時の対応マニュアル及び緊急連絡網を作成すること。

（６）いちいのホール防火管理者の作成した防災計画に基づき、避難訓練を行い、

利用者の安全確保に努めること。

（７）ＡＥＤ（自動体外式除細動器）についての使用方法を修得し、非常時に使用

できるように備えること。

（８）施設賠償保険について、次表と同等以上の保険に加入すること。

１４ 防犯対策

施設内の危機、安全管理及び防犯のための巡回を行い、無人となる時間帯に建

物内への侵入などのトラブルが発生した場合は、いちいのホールの施設管理担当

者と連携して直ちに被害状況を確認し、野田市及び関係機関に連絡するとともに

迅速に対応すること。

１５ 衛生管理

感染症の予防及びまん延防止のために、感染症対策マニュアル等を作成し、利

用者及び施設職員等に対して衛生管理を徹底するとともに、野田市及び野田健康

福祉センター等の関係機関と連携を図りながら衛生管理並びに感染症予防対策

に努めること。

震度４を

観測した場合

施設開館時

地震発生後、直ちに利用者の安全確認等

を行い、施設の被害・安全点検を実施し、

被害状況を興風図書館へ報告。

施設閉館時（夜間、

休館日等）

地震発生後、利用者が施設を利用するま

での間（翌日の施設開館前等）に施設の

被害・安全点検を実施し、被害状況を興

風図書館へ報告。

震度５弱以上を観

測した場合

休日夜間を問わず、速やかに施設の被害・安全点検を実施し、

被害状況を興風図書館へ報告。

種 類 賠償責任保険

保険金額 身体賠償

１名につき１億円

１事故につき１０億円

財物賠償

１事故につき２千万円
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１６ 苦情処理

利用者等から管理業務に関する苦情が出た場合は、適切な対応を行い、円満な

解決に努めること。苦情を処理した場合、野田市に報告すること。処理が困難な

ものについては、野田市と協議すること。

１７ 報告書の作成

指定管理者は、当該年度の月例報告書及び年度業務報告書並びに次年度の業務

計画書を作成し、文書により野田市に報告すること。また、野田市から報告内容

について指示があった場合には、その指示に従うこと。

１８ 公契約条例について

（１）条例の適用

野田市では、公契約に係る業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上

を図るため、平成２１年９月に「野田市公契約条例（平成２１年野田市条例第

２５号）」を制定し、平成２４年１０月の条例改正により、当該指定管理業務に

従事する適用労働者に、市長が定める賃金等の最低額（以下「最低額」という。）

以上の賃金を支払わなければならないほか、労働者の適正な労働条件の確保等

を求めている。

受注者及び受注関係者は、適用労働者に対し最低額以上の賃金を支払わなけ

ればならないほか、条例に基づく必要な事務手続を行わなければならない。

事務手続等の詳細については、別添の「野田市公契約条例に係る特記事項（指

定管理募集用）」を参照のこと。基本協定締結時は、「野田市公契約条例に係る

特記事項（指定管理協定用）」を参照のこと。

（２）最低額

募集時点では決定していないため、令和６年度については、下表「令和６年

度最低額（予定）」を用いて人件費を積算すること。当該金額は積算のための

予定額であり、実際に適用する最低額は今後決定する。

基本協定締結に際し、決定した令和６年度の最低額が下表の金額を上回り、

受注者の負担が増額となる場合は、双方協議の上、その増額分を野田市が負担

する。

また、業務開始後、最低額が改定された場合、野田市は、改定日以降の当該

年度の適用労働者に支払われる賃金等を調査し、その賃金等（直近の千葉県に

ついて決定された最低賃金法(昭和３４年法律第１３７号)第９条第１項に規定

する地域別最低賃金を下限とする。）が改定された最低額と比較して不足する場

合は、その不足分について野田市が負担することとする。負担の方法について

は、野田市と受注者で協議の上決定する。
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令和６年度最低額（予定）

※司書資格を有していない場合でも、図書館業務に従事している者は対象とする。

※二つ以上の業務を兼務している場合は、主に従事する職種の最低額を採用するこ

と。

（３）比較する賃金の構成

最低額と比較する賃金等は、最低賃金法に基づく最低賃金制度に定める「所定内

給与」のうち、基本給及び諸手当（精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除く。）と

し、これらの賃金等を１時間当たりに換算した額となる。

また、次の手当は比較する賃金等に含めない。

① 臨時に支払われる賃金等（結婚手当など）

② １か月を超える期間ごとに支払われる賃金等（賞与など）

③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金等（時間外割増

金など）

④ 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金等（休日割増賃金など）

⑤ 午後１０時から午前５時までの間の労働に対して支払われる賃金等のう

ち通常の労働時間の賃金等の計算額を超える部分（深夜割増賃金など）

１９ 文書の管理について

指定管理業務に係る文書の管理については次のとおりとする。

（１）収受した文書には、日付入り受付印の押印若しくは収受年月日を記入するこ

と。

（２）収受した文書の収受日、文書名及び送り主は文書管理簿等を作成し記録する

こと。また、作成した文書の作成日、文書名及び作成者についても文書管理

簿等に記録すること。

（３）各種打合せを行った際には、打合せ記録を作成し、施設の責任者の確認を受

けること。また、野田市との打合せ記録については、施設の責任者及び野田

市担当所属長の確認の決裁を受け、双方で同じ記録を保管すること。

（４）野田市への通知、連絡、回答等は文書によることとする。ただし、緊急時の

連絡等は口頭によるものとし、その内容は後日文書で提出すること。

（５）指定管理業務に係る文書は、指定管理者が作成したものであっても野田市情

報公開条例の対象であるため、野田市の求めに応じ速やかに提出できるよう

保管すること。

（６）その他、文書の管理について野田市より指示があった場合は、指示された内

容に従い適正に文書管理を行うこと。

職 種 最 低 額

図書館業務に従事する者※ １，２７８円

コミュニティ会館業務に従事する者 １，０８９円
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２０ 状況報告及び現地検査

野田市は、管理及び業務の状況等について、指定管理者に報告を求めることが

でき、必要に応じて、現地検査を行うことができるものとする。

２１ 指定管理業務を実施するに当たっての遵守事項

指定管理業務を実施するに当たっては、次に掲げる事項を遵守して、円滑かつ

効率的に実施すること。

（１）図書館及びコミュニティ会館が公の施設であることを常に念頭におき、公平

な運営を行い、特定の利用者に有利あるいは不利になる運営を行わないこと。

（２）指定管理者は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する野田市職員対

応要領により、不当な差別の禁止、合理的配慮の提供その他障がい者に対す

る適正な対応を行うとともに、管理運営業務に係る対応指針（障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律第１１条の規定により主務大臣が定め

る指針をいう。）を遵守すること。また、野田市手話言語条例及び野田市障

がいのある人の円滑な意思疎通に関する条例の基本理念に基づいて運営す

ること。

（３）野田市との連携を図った運営をすること。

（４）指定管理者が施設の管理運営に係る規程等を定める場合は、野田市と事前に

協議すること。

（５）施設の管理運営に係る規程等が定められていない場合は、野田市の条例等に

準じ、野田市と協議の上運営すること。

２２ 指定の取消し

指定管理者が行う管理運営の適正を期すため、次に掲げる事由に該当する場合

には、地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により、指定管理者の指定を取

り消し、又は期間を定めて管理運営の全部又は一部の停止を命ずることがある。

（１）指定管理者が、野田市が行う報告の要求、実地調査又は必要な指示に従わな

いとき。

（２）指定管理者による管理を継続することが、適当でないと野田市が認めるとき。

２３ 業務開始について

令和６年４月１日からの指定管理者による管理業務が円滑に行われるよう、

指定期間の開始日前から、野田市及び現在の指定管理者より業務内容等の引継

ぎを行うこと。

２４ 指定期間満了時等の引継ぎについて

指定期間内に指定が取り消された場合又は次期指定管理者（候補者も含む。）

が決定した場合は、業務の円滑な引継ぎについて野田市及び次期指定管理者に
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対して協力するとともに、業務に関する調整や必要な書類及びデータの提供を

行うこと。なお、これらの引継ぎにかかる費用は現在及び次の指定管理者の負

担とする。

２５ 特記事項

（１）野田市が行う事業等については、優先的使用を認めること。

（２）行政財産目的外使用許可は、野田市が行う。

（３）指定管理開始前における準備、研修等に係る経費は、指定管理者の負担とす

る。また、指定管理終了時における次の指定管理者への引継ぎを十分行い、

その経費も指定管理者の負担とする。

（４）いちいのホール定例会には必ず出席し、いちいのホール全体の管理に係る事

項については野田市の指示に従うものとする。

（５）自然災害等（新型インフルエンザ等対策特別措置法第２条に定める新感染症

のまん延も含む）により、管理運営業務を担う施設の休業・閉鎖・勤務者の

自宅待機等の必要が生じた場合は、野田市教育委員会の指示に従うこと。

２６ 協議

この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は、野田市と指定管理者

が協議の上決定する。


